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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、丹波篠山市水道事業給水条例（平成１１年篠山市条例第

２０３号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。 

(1) 開発行為 条例第６条によるものとする。 

(2) 事業者 開発行為を行うものをいう。 

（給水区域） 

第３条 条例第２条の規定による公営企業の管理者の権限を行う市長（以下「市

長」という。）が定めた区域とは、「丹波篠山市水道給水区域図」によるも

のとする。 

第２章 給水装置の工事及び費用 

（給水装置の構成及び付属用具） 

第４条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水用機器をも

って構成するものとする。 

２ 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。 

（給水装置新設等の申込み及び竣工届） 

第５条 条例第５条第１項の規定による給水装置の新設、改造、修繕、臨時の

申込みは、給水装置工事申込書（様式第１号）の提出をもって行う。 

２ 給水装置工事が完了したときは、給水装置竣工届（様式第４号）の提出を

もって行う。 

（利害関係人の同意書の提出） 

第６条 条例第５条第２項の規定による市長が申込者から利害関係人の同意書

等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提



出者はそれぞれ当該各号に定めるものとする。 

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。（様式第２号） 

給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」（給水装置工事申込書） 

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を

設置しようとするとき。（様式第３号） 

(3) 前２号の規定による書類を提出できないとき。 

給水装置工事申込み者の誓約書（様式第５号） 

（開発等の事前協議書） 

第７条 条例第６条の協議は、開発給水協議書（様式第１６号）の提出をもっ

て行う。 

２ 前項に定めた内容を変更する場合は、事前に開発給水変更協議書（様式第

１７号）を提出し協議しなければならない。 

３ 市長は、第１項に規定する開発給水協議書又は前項に規定する開発給水変

更協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請

者に開発給水（協議・変更協議）に関する回答書（様式第１８号）により回

答する。 

（給水協力金） 

第８条 前条の区域の給水に応じた場合においては、事業者は、市長が定める

別の方法による算出で１日最大計画給水量を元に得られた対象水量１立方メ

ートルにつき、２８０，０００円を給水協力金として納付しなければならな

い。この場合において、当該給水協力金の算定額に１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 既納の給水協力金は、還付しない。ただし、前条第２項の規定による開発

給水変更協議（給水開始前の変更協議に限る。）により、給水協力金に超過

額が生じたときは、還付することができる。 

３ 給水協力金は、水源開発費及び施設改良費に充てるものとする。 

（工事費の費用負担） 

第９条 開発行為にかかる区域に給水するための新設又は改良される水道施設

の工事費は、すべて事業者の負担とする。 

（給水装置の構造及び材質の基準） 

第１０条 市長は、条例第８条第２項に定める設計審査又は工事検査において、

丹波篠山市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給

水装置工事の構造及び材質が水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号。以

下「政令」という。）第５条に規定する基準に適合していることの証明を求

めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による市長が求めた証明が提出されないときは、当該



構造及び材質の使用を制限し、又は禁止することがある。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第１１条 条例第９条の規定による市長が指定する材料は、次の各号のいずれ

かに該当するものでなければならない。 

(1) 工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第１９条第１項の規定によ

り主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容

器若しくは送り状に同法第１７条第１項に規定する日本産業規格に該当す

るものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受け

た工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの 

(2) 製品が政令第５条に適合することを認証する機関が、その品質を認証し

たもの 

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第５条に定め

る構造、材質基準への適合性を証明したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得な

いと認めた場合は、前項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用

することができる。 

３ 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当

でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。 

４ 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、

工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置す

る箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければなら

ない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タ

ンクの入水口のメーターまでとする。 

（給水管の口径） 

第１２条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適

当な大きさに決めなければならない。 

（給水管埋設の深さ） 

第１３条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては１２０センチメー

トル以上、私道内においても１２０センチメートル以上の深さに埋設しなけ

ればならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。 

（給水管材料の特例） 

第１４条 配水管又は道路に埋設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐

部分に最も近い止水栓（当該止水栓道路にあるときは、道路以外の部分にあ

る止水栓分岐部分に最も近いもの）までの部分の給水管については、次の各

号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。 

(1) 口径が５０ミリメートル以下の給水管（ポリエチレンパイプ） 



(2) 口径が７５ミリメートル以上の給水管（鋳鉄管・硬質塩化ビニール管） 

２ 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得

ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することがで

きる。 

（メーターの設置位置等） 

第１５条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。 

(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内 

(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近

い位置 

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所 

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所 

(5) 水平に設けることができる場所 

（メーターの設置基準） 

第１６条 条例第１７条第２項の規定による給水装置にメーターを設置する基

準は、１建築物に１個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に

必要があると認めた場合は、１建築物について２個以上の建物で水道を使用

するときは、当該２以上の建物を１建築物とみなす。 

２ 同一使用者が同一敷地内に設置する２以上の建物で水道を使用するときは、

当該２以上の建物を１建築物とみなす。 

（受水タンク以下装置） 

第１７条 条例第１７条第２項の規定による使用水量を計量するため特に必要

があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 

(1) 受水タンク以下の装置が２戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水

道使用者が異なるとき。 

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分（以下「住宅部分」と

いう。）と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。 

２ 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めると

おりとする。 

(1) 前項第２号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分（以下

「共用部分」という。）を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置

については、各戸ごとに設置することができる。 

(2) 前項第２号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分し

て計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところ

によるものとする。 

ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる

メーターを設置する。ただし、住宅部分が２戸以上で各戸ごとにメータ



ーを設置することができる。 

イ 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該

部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。 

３ 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めたときは、当該共用部

分にメーターを設置することができる。 

４ メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでな

ければならない。 

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられ

ていること。 

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものである

こと。 

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであ

ること。 

５ 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市

長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたと

きは、これを提出しなければならない。 

６ メーターは、あらかじめ市長に届け出て条例第８条第１項に規定する市長

が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。 

７ 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有

者が負うものとする。 

（危険防止の装置） 

第１８条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせ

るおそれのない構造でなければならない。 

２ 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真

空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。 

３ 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は

水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはな

らない。 

４ 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装

置を設けなければならない。 

５ 給水管を２階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設け

なければならない。 

第３章 給水 

（給水管防護の措置） 

第１９条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管すること

とし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を



講じなければならない。 

２ 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護

の措置を講じなければならない。 

３ 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかか

わらず、防寒措置を施さなければならない。 

４ 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受け

やすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講

じなければならない。 

（給水の申込み） 

第２０条 条例第１４条の規定による給水の申込みは、上・下水道使用（開始・

中止・廃止）届（様式第６号）の提出をもって行う。 

（代理人の選定届等） 

第２１条 条例第１５条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更

の届出は、代理人選定（変更）届（様式第７号）により行う。 

（メーターの損害弁償） 

第２２条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又は損傷した

ときは、メーター亡失（損傷）届（様式第８号）を市長に届け出なければな

らない。 

２ 市長は、条例第１８条第３項の規定によるメーターの弁償をさせようとす

るときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。 

（水道の使用中止、変更等の届出の様式） 

第２３条 条例第１９条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 給水装置の使用を廃止又は中止しようとするときは、上・下水道使用（開

始・中止・廃止）届（様式第６号）の提出をもって行う。 

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届（様式

第９号）の提出をもって行う。 

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届（様式第１０号）

の提出をもって行う。 

(4) 給水装置の使用者又は所有者に変更があったときは、上・下水道使用

者・所有者名義変更届（様式第１１号）の提出をもって行う。 

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届（様式第１２号）の提

出をもって行う。 

（給水装置及び水質検査の請求） 

第２４条 条例第２２条第１項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査

請求書（様式第１３号）の提出をもって行う。 

第４章 料金及び手数料等 



（料金等の納入期限） 

第２５条 条例の規定による徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納

入通知書を発した翌月の１０日（以下「支払期限日」という。）とする。た

だし、料金支払義務発生の日の翌日から起算して５０日以内に支払うものと

する。 

（過誤納による清算） 

第２６条 水道料金（以下「料金」という。）を徴収後その料金の算定に過誤

があったときは、発覚後直ちに料金を清算する。 

（使用水量の認定基準等） 

第２７条 条例第２６条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めると

ころによる。 

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎とし

て日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。 

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前３回

の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積

量による。 

（料金等の軽減又は免除） 

第２８条 条例第３１条の規定による軽減又は免除できる場合は、次の各号の

いずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。 

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金 

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金 

(3) 市長が別に定める１か月当たりの使用水量を超えて水道を使用した場

合において、当該超えた部分の使用水量に係る料金 

(4) その他市長が公益上特別の理由があると認めたもの 

２ 前項各号の規定による料金等の軽減又は免除に係る申請は、次の各号の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により行うものとする。ただし、

市長が認める特別な理由がある場合は、この限りでない。 

(1) 前項第３号の料金等の軽減又は免除に係る申請 市長が別に定める申

請書 

(2) 前項第３号以外の料金等の軽減又は免除に係る申請 上下水道料金軽

減申請書（様式第１４号） 

３ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免

の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。 

第５章 管理 

（措置命令） 

第２９条 条例第３４条の規定による措置の指示は、給水措置の管理義務違反



に関する指示書（様式第１５号）により行うものとする。ただし、緊急の場

合は、この限りでない。 

（水道使用上の注意） 

第３０条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置

に水が逆流しないように措置しなければならない。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第３１条 条例第４０条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の

管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。 

ア 水槽の掃除を１年以内ごとに１回、定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するた

めに必要な措置を講ずること。 

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する

水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働

省令第１０１号）の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検

査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、た

だちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関

係者に周知させる措置を講ずること。 

(2) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、法第３４条の２第２

項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指

定する者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、

味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。 

（委任） 

第３２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町給水条例施行規則（平成

１０年篠山町公営企業規則第７号）、西紀町水道事業給水条例施行規則（昭

和５１年西紀町規則第３号）、丹南町水道事業給水条例施行規則（昭和５６

年丹南町規則第８号）又は今田町簡易水道給水条例施行規則（平成１０年今

田町規則第７号）の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、それぞ

れこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（適用区分） 



３ 給水協力金については、第８条の規定にかかわらず、平成１１年６月３０

日までの間、合併前の篠山町給水条例施行規則、西紀町水道事業給水条例施

行規則、丹南町水道事業給水条例施行規則又は今田町簡易水道給水条例施行

規則の規定の例によるものとする。 

附 則（平成１１年５月１４日規則第１７９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１４日規則第７号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年５月１４日公企規則第２号） 

この規則は、平成１５年５月１４日から施行する。 

附 則（平成１５年１０月１５日公企規則第３号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月５日規則第４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月３０日規則第３０号） 

この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（平成３０年５月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１５日規則第１１号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第２３号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日規則第３１号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１０日規則第５号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日規則第３号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日規則第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１０月３１日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第２０条、第２３条関係） 

様式第７号（第２１条関係） 

様式第８号（第２２条関係） 

様式第９号（第２３条関係） 

様式第１０号（第２３条関係） 

様式第１１号（第２３条関係） 

様式第１２号（第２３条関係） 

様式第１３号（第２４条関係） 

様式第１４号（第２８条関係） 

様式第１５号（第２９条関係） 

様式第１６号（第７条関係） 

様式第１７号（第７条関係） 

様式第１８号（第７条関係） 

 


